
金融商品取引所に上場されている
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この書面は、以下の有価証券のお取引に関するリスクや留意点を記載しており、金融商品取
引法第37条の 3の規定によってお渡しするものです。
あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。

【野村の売買手数料表】

1. 本・支店のお客様、銀行等を窓口とした金融商品仲介口座のお客様 . . . . . . . . . . . . . .P.9
2. 野村ネット＆コール、ほっとダイレクトのお客様 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .P.11

本書面に記載されている有価証券のお取引および契約は、クーリング・オフの対象にはなりま
せん（金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません）。

野村證券株式会社

※ 銀行等を窓口とした金融商品仲介口座のお客様については、お客様の口座開設を取り次いだ
金融商品仲介業務取扱機関によっては、お取扱いできない金融商品がございます。
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【リスクや留意点を記載している有価証券及びお取引】

1．国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券のお取引

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。

手数料など諸費用について
・上場有価証券の売買※1を受託する場合は、購入対価の他に【野村の売買手数料表】に記した
売買手数料をいただきます。

・上場有価証券を当社との相対取引によって購入する場合（当社が取扱う募集等に応じてい
ただく場合を含みます。）は、購入対価のみをいただきます。ただし、相対取引による売
買においても、お客様との合意に基づき、別途手数料をいただく場合がございます。

・外国証券の外国取引にあたっては、外国の金融商品市場等における売買手数料及び公租公
課その他の賦課金が発生します※2。

・外国証券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場の動
向をふまえて当社が決定した為替レートを用います。

・株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商品相場等の変動や、投資信託、投資証
券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等の裏付けとなっている株式、債券、投資信
託、不動産、再生可能エネルギー発電設備、公共施設等運営権、商品、カバードワラント、
デリバティブ取引等（以下「裏付け資産」※3といいます。）の価格や評価額の変動に伴い、
上場有価証券の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。

・上場有価証券またはその裏付けとなっている有価証券の発行者または保証会社等の業務や
財産の状況に変化が生じた場合、上場有価証券の価格が変動することによって損失が生じ
るおそれがあります。

・上場有価証券のうち、他の種類株式、社債、新株予約権、新投資口予約権その他の財産に
転換される（できる）旨の条件または権利が付されている場合、当該財産の価格や評価額
の変動や、当該財産の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場有価証券等の価格が
変動することや、転換後の当該財産の価格や評価額が当初購入金額を下回ることによって
損失が生じるおそれがあります。

・新株予約権、新投資口予約権、取得請求権等が付された上場有価証券等については、これ
らの権利を行使できる期間に制限がありますのでご留意ください。また、新株予約権証券は
新株予約権を、新投資口予約権証券は新投資口予約権を、それぞれあらかじめ定められた
期限内に行使しないことにより、投資金額全額を失う場合があります。

上場有価証券のお取引にあたってのリスクについて
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上場有価証券に係る金融商品取引契約の概要

※1　「上場有価証券」には、国内外の店頭売買有価証券市場において取引されている有価証券を含み、カバードワラントなど、

法令で指定される有価証券を除きます。また、本書面上の各有価証券には、外国又は外国の者の発行する同様のものを含

みます。なお、「売買等」には、デリバティブ取引、信用取引及び発行日取引は含まれません。

※2　外国取引に係る現地諸費用の額は、その時々の市場状況、現地情勢等に応じて決定されますので、本書面上その金額等を

あらかじめ記載することはできません。

※3　裏付け資産が、投資信託、投資証券、預託証券、受益証券発行信託の受益証券等である場合には、その最終的な裏付け資

産を含みます。

※4　「上場有価証券等」には、特定の指標（以下、「原指数」といいます。）の日々の上昇率又は下落率に連動し1日に一度

価額が算出される上場投資信託（以下、「ETF」といいます。）及び指数連動証券（以下、「ETN」といいます。）が含まれ、

ETF及びETNの中には、原指数の日々の上昇率又は下落率に一定の倍数を乗じて算出された数値を連動対象指標とするも

のがあります。このうち、倍数が+（プラス）2倍や+3倍のものを「レバレッジ型」といい、-（マイナス）1倍や-2倍

のものを「インバース型」といいます。

○その他、留意事項

・上場有価証券の売買等は、クーリング・オフの対象にはなりません（金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用

はありません）。

・外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語に

より記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ

（https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html）でご確認いただけます。

当社における上場有価証券の売買等は、次のいずれかの方法によります。

・ 取引所金融商品市場又は外国金融商品市場の売買立会による市場への委託注文の媒介、取次ぎ又は代理

・ 当社が自己で直接の相手方となる売買（当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。）

・ 上記のほか、売買等の媒介、取次ぎ又は代理

レバレッジ型、インバース型ＥＴＦ・ＥＴＮのお取引にあたっての留意点

上場有価証券等のうち、レバレッジ型、インバース型のETF及びETN※4のお取引にあたっては、以下の点にご留意くだ

さい。

・ レバレッジ型、インバース型のETF及びETNの価額の上昇率又は下落率は、2営業日以上の期間の場合、同期間の原

指数の上昇率又は下落率に一定の倍数を乗じたものとは通常一致せず、それが長期にわたり継続することにより、

期待した投資成果が得られないおそれがあります。

・ 上記の理由から、レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、一般的に長期間の投資には向かず、比較的短期間

の市況の値動きをとらえるための投資に向いている金融商品です。

・ レバレッジ型、インバース型のETF及びETNは、投資対象物や投資手法により銘柄固有のリスクが存在する場合があり

ます。詳しくは別途銘柄ごとに作成された資料等でご確認いただく、または後述の「お問い合わせ先」へお尋ねくだ

さい。
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2．個人向け国債のお取引

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。

○個人向け国債のお取引は、主に募集等の方法によって行われます。

手数料など諸費用について
・個人向け国債を募集により購入する場合は、購入対価のみをいただきます。
・個人向け国債を中途換金する際、原則として※次の算式によって算出される中途換金調整額
が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。
●変動１０年：直前２回分の各利子（税引前）相当額×０．７９６８５
●固定５年：２回分の各利子（税引前）相当額×０．７９６８５
●固定３年：２回分の各利子（税引前）相当額×０．７９６８５

・個人向け国債のお取引に関しては、金融商品取引法第３７条の６の規定の適用はありません。
個人向け国債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

※ 発行から一定期間の間に中途換金する場合には、上記の中途換金調整額が異なることがあります。詳しくは、お取引店までお申
し出ください。

個人向け国債に係る金融商品取引契約の概要

個人向け国債に関する租税の概要

譲渡の制限

当社における個人向け国債のお取引については、次の方法によります。
・ 募集の取扱い
・ 中途換金のための手続きの取扱い

・ 個人向け国債の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。
・ 個人向け国債の利子及び個人向け国債を中途換金した際に発生した中途換金調整額は、上場株式等の利子、配当
及び譲渡損益等との損益通算が可能です。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

・ 個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。なお、保有者がお亡くなりになった場合、又
は大規模な自然災害により被害を受けられた場合は、発行から1年以内であっても中途換金が可能です。

・ 個人向け国債は、原則として、個人の方のみが保有できるものであり、個人以外への譲渡は認められません。

当社が個人向け国債の取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 2 8 条第1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社
において個人向け国債のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。
・ お取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。
・ お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部（前受金等）をお
預かりした上で、お受けいたします。

・ 前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預
かりいたします。

・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量等注文の執行に必要な事項を明示してください。これらの事項を
明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合があります。

・ ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場
合を含みます）。
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3．円貨建て債券のお取引

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。

○円貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等その他、当社が直接の相手方となる方法に
よって行われます。
○円貨建て債券は、金利水準の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等によ
り、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。

手数料など諸費用について

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります

債券の発行者等または元利金の支払の保証者等の業務または財産の状況の変化などによって
損失が生じるおそれがあります

円貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません

・円貨建て債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によって購入する場合は、購入
対価のみをいただきます。

・円貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。一般
的に、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格
は上昇します。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却
損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低く
なった場合、売却することができない可能性があります。
・円貨建て債券が物価連動国債である場合には、元金額は全国消費者物価指数の変化に対応
して変動しますので、売却時あるいは償還時の全国消費者物価指数の状況によって売却損
または償還差損が生じる場合もあります。また、このような特性から、物価連動国債の価
格は、必ずしも上記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。
・円貨建て債券が15年変動利付国債である場合には、その利子は10年国債の金利の上昇・低
下に連動して増減します。このような特性から、15年変動利付国債の価格は、必ずしも上
記のような金利水準の変化に対応して変動するわけではありません。

・円貨建て債券の発行者もしくは債務者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している
者もしくはその他の信用補完を行っている者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が
変動することによって売却損が生じる場合があります。
・円貨建て債券の発行者もしくは債務者や、円貨建て債券の元利金の支払いを保証している
者もしくはその他の信用補完を行っている者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支
払いの停滞もしくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあり
ます。国債は、元本と利子の支払いを日本国政府が行うため、安全性の高い債券ですが、
発行体である日本国の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不
能が生じるリスクがあります。
　なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、
発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に
従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用さ
れる制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・円貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされ
ているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが
滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。

・円貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。
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円貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要

円貨建て債券に関する租税の概要

譲渡の制限

当社が円貨建て債券の取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要

当社における円貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。
・　当社が自己で直接の相手方となる売買（当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。）
・　売買の媒介、取次ぎ又は代理

特定公社債（主として、国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、企業内容等が開示されている法人が
発行する普通社債、金融機関が発行する社債、外国国債、海外の政府機関債、2015 年 12 月 31 日以前に発行された
私募債（一部を除く）等が該当します。）の場合の課税は、原則として以下によります。
・　円貨建て債券の利子については、利子所得として申告分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、
外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収されます。この場合には、確定申告により外国税額控除の
適用を受けることができます。

・　円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、上場株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・　円貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

・　割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

一般公社債（特定公社債以外の公社債をいい、主に 2016 年１月１日以降発行される一部を除く私募債等が該当します。）の
場合の課税は、原則として以下によります。
・　円貨建て債券の利子については、利子所得として源泉分離課税の対象となります。外国源泉税が課されている場合は、
外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から控除されます。

・　円貨建て債券の譲渡益及び償還益は、一般株式等に係る譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。
・　円貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等（特定公社債に該当しない公社債等を含みます。）の譲渡損益
及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。

・　割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

・　振替債（我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。）のうち、国債を除く円貨
建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。（但し、短期社債である
場合には、このような制限はありません。）国外で発行される円貨建て債券についても、現地の振替制度等により
譲渡の制限が課される場合があります。

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社
において円貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。
・　国内で発行される円貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。国外で発行される
円貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。

・　お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部（前受金等）をお
預かりした上で、お受けいたします。

・　前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預
かりいたします。

・　ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示してください。
これらの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場
合があります。

・　ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場
合を含みます）。

○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ（https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html）に掲載している外国
の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示
書類が英語により記載されています。
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4．外貨建て債券のお取引

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。

○外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等その他、当社が直接の相手方となる方法に
よって行われます。
○外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動する
こと等により、損失が生ずるおそれがありますのでご注意ください。

手数料など諸費用について

金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動などにより損失が生じるおそれがあります

・外貨建て債券を募集・売出し等その他、当社との相対取引によって購入する場合は、購入
対価のみをいただきます。
・外貨建て債券の売買、利払、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際は、外国為替市場
の動向をふまえて当社が決定した為替レートを用います。

・外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。一般
的に、金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格
は上昇します。償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却
損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性（換金性）が著しく低く
なった場合、売却することができない可能性があります。
・金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準（例えば、既に発行さ
れている債券の流通利回り）や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。
・為替相場（円貨と外貨の交換比率）が変化することにより、為替相場が円高になる過程で
は外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円
貨換算した価値は上昇します。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によ
っては為替差損が生じるおそれがあります。
・通貨の交換等に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができな
い場合があります。

・外貨建て債券の発行者もしくは債務者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している
者もしくはその他の信用補完を行っている者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が
変動することによって売却損が生じる場合があります。
・外貨建て債券の発行者もしくは債務者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者
もしくはその他の信用補完を行っている者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払い
の停滞もしくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。
　なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合などには、
発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に
従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用さ
れる制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。
・外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされ
ているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが
滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。

・外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

債券の発行者等または元利金の支払の保証者等の業務または財産の状況の変化などによって
損失が生じるおそれがあります

外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません
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外貨建て債券に係る金融商品取引契約の概要

外貨建て債券に関する租税の概要

譲渡の制限

当社における外貨建て債券のお取引は、次のいずれかの方法によります。
・　当社が自己で直接の相手方となる売買（当社が取扱う募集、売出し又は私募に応じていただくものを含みます。）
・　売買の媒介、取次ぎ又は代理

特定公社債（主として、国債、地方債、政府機関債、公募公社債、上場公社債、企業内容等が開示されている法人が
発行する普通社債、金融機関が発行する社債、外国国債、海外の政府機関債、2015 年 12 月 31 日以前に発行された
私募債（一部を除く）等が該当します。）の場合の課税は、原則として以下によります。
・　外貨建て債券の利子（為替損益がある場合は為替損益を含みます。）については、利子所得として申告分離課税の
対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税を控除した後の金額に対して国内で源泉徴収され
ます。この場合には、確定申告により外国税額控除の適用を受けることができます。

・　外貨建て債券の譲渡益及び償還益（それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。）は、上場株式等に係る
譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。

・　外貨建て債券の利子、譲渡損益及び償還損益は、上場株式等の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。
また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。

・　割引債の償還益は、償還時に源泉徴収されることがあります。

一般公社債（特定公社債以外の公社債をいい、主に 2016 年１月１日以降発行される一部を除く私募債等が該当します。）の
場合の課税は、原則として以下によります。
・　外貨建て債券の利子（為替損益がある場合は為替損益を含みます。）については、利子所得として源泉分離課税の
対象となります。外国源泉税が課されている場合は、外国源泉税の金額は国内で源泉徴収の際に源泉税の金額から
控除されます。

・　外貨建て債券の譲渡益及び償還益（それぞれ為替損益がある場合は為替損益を含みます。）は、一般株式等に係る
譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。

・　外貨建て債券の譲渡損益及び償還損益は、一般株式等（特定公社債に該当しない公社債等を含みます。）の譲渡損益
及び償還損益との損益通算が可能です。なお、譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができません。

・　割引債の償還益は、償還時に源泉徴収が行われます。

なお、税制が改正された場合等は、上記の内容が変更になる場合があります。
詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。

・　振替債（我が国の振替制度に基づいて管理されるペーパーレス化された債券をいいます。）である外貨建て債券は、
その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券
についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。

当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社
において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、次の方法によります。
・　国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。国内で発行さ
れる外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座の開設が必要となります。

・　お取引のご注文は、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部（前受金等）をお
預かりした上で、お受けいたします。

・　前受金等を全額お預かりしていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預
かりいたします。

・　ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等注文の執行に必要な事項を明示していただきます。これ
らの事項を明示されないときは、ご注文を執行できない場合があります。また、注文書のご提出をいただく場合が
あります。

・　ご注文されたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします（郵送又は電磁的方法による場
合を含みます）。

○その他留意事項
日本証券業協会のホームページ（https://www.jsda.or.jp/shijyo/foreign/meigara.html）に掲載している外国
の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示
書類が英語により記載されています。

当社が外貨建て債券の取引について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
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契約締結前交付書面
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〇お問い合わせ先
お取引のある本・支店、窓口までご連絡ください。
お問い合わせ先は当社ホームページからもご確認いただけます。https://www.nomura.co.jp/branch/
電話番号がご不明な場合は、下記連絡先までお問い合わせください。

上記連絡先をご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。

※平日 8：40～17：10、土日 9：00～17：00（祝日、年末年始を除く）＜総合ダイヤル＞　0570-077-000
銀行等を窓口とした金融商品仲介口座のお客様はこちらから

野村證券の本・支店のお客様はこちらから

※平日 8:30～17:00（土・日・祝日、年末年始を除く）＜仲介カスタマー・センター＞　0120-086-104

〇指定紛争解決機関のご利用について

お取引についてのトラブル等は、以下のADR（注）機関における苦情処理・紛争解決の枠組みの利用が可能です。
（ADR機関のご利用に際して不明な点等ございましたら、上記の連絡先までご照会ください）

注）ADRとは、裁判外紛争解決制度のことで、訴訟手続によらず、
民事上の紛争を解決しようとする紛争の当事者のため、公正
な第三者が関与して、その解決を図る手続をいいます。

特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター
0120-64-5005　※平日 9：00～17：00（土・日・祝日、年末年始を除く）

ご意見や苦情につきましては、下記連絡先までお申し出ください。
※平日 9：00～17：00（土・日・祝日、年末年始を除く）＜お客様相談室＞　0120-56-8604

5．金銭・有価証券の預託、記帳及び振替

あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお問い合わせください。

○当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に
従って当社の財産と分別して保管いたします。また、券面が発行されない有価証券につい
て、法令に従って当社の財産と分別し、記帳及び振替を行います。

手数料など諸費用について

この契約は、クーリング・オフの対象にはなりません

・証券保管振替機構を通じて他の証券会社等へ株券等を移管する場合には、数量に応じて、
移管する銘柄毎に１１，０００円（税込）を上限額として移管手数料を頂戴いたします。

・有価証券や金銭のお預かりについては、料金を頂戴しません。

・この契約に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。

【当社の概要】

商号等
本店所在地
連絡先
加入協会

指定紛争解決機関
資本金
主な事業
設立年月

野村證券株式会社　　　金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第142号
〒103-8011　東京都中央区日本橋1-13-1
03-3211-1811 又は お取引のある支店にご連絡ください。
日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、
一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、一般社団法人 日本STO協会
特定非営利活動法人　証券・金融商品あっせん相談センター
100億円
金融商品取引業
2001年5月

金銭・有価証券等の預託、記帳及び振替に関する契約の概要
当社では、お客様から有価証券の売買等に必要な金銭及び有価証券をお預かりし、法令に従って当社の固有財産と分別して保管いたします。
また、券面が発行されない有価証券について、法令に従って当社の固有財産と分別して記帳及び振替を行います。

当社が金銭・有価証券の預託、記帳及び振替について行う金融商品取引業の内容及び方法の概要
当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第 1 項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社では、証券取引口座を
設定の上で、有価証券の売買等の注文を受付けております。

この契約の終了事由
「野村の証券取引約款」に掲げる事由に該当した場合（主なものは次のとおりです）は、この契約は解約されます。
・お客様から解約の通知があった場合
・この契約の対象となる財産の残高がないまま、相当の期間を経過した場合
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【野村の売買手数料表】（税込）

国内株式等・国内新株予約権証券・国内新投資口予約権証券

国内CB （転換社債および転換社債型新株予約権付社債）

1. 本・支店のお客様、銀行等を窓口とした金融商品仲介口座のお客様

約 定 代 金 基 本 料 率
2,860円

1,650円
2,728円
3,388円
4,378円
11,528円
24,728円
117,128円
194,128円

1.4300％
1.1000％
0.9460％
0.8800％
0.8470％
0.7040％
0.5720％
0.2640％
0.1100％

＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋
＋

20万円以下

5,000万円超

50万円以下
70万円以下
100万円以下
300万円以下
500万円以下
1,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下

20万円超
50万円超
70万円超
100万円超
300万円超
500万円超
1,000万円超
3,000万円超

※上記の割合（％）は約定代金に対する割合です。

オンラインサービスでのご注文は基本料率の20％割引となります。

約 定 代 金 基 本 料 率

770円
1,320円
10,120円
29,370円
92,070円
193,820円

1.1000％＊

0.9460％
0.8910％
0.7150％
0.5225％
0.3135％
0.1100％

＋
＋
＋
＋
＋
＋

50万円以下

5,000万円超の場合

100万円以下
500万円以下
1,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下

50万円超
100万円超
500万円超
1,000万円超
3,000万円超

※上記の割合（％）は約定代金に対する割合です。
＊約定代金×基本料率が4,400円に満たない場合には、4,400円となります。

※オンラインサービスでのご注文は、1注文の約定代金につき基本料率 1.100%（約定代金×基本
料率が550円に満たない場合には、550円）となります。
※単元未満株については、「野村のエコ割」の対象となりません。

単元未満株 1注文の
約定代金につき

基本料率　1.430%
（約定代金×基本料率が2,860円に満たない場合には、2,860円）

割引対象となる登録

上記①～③すべてをご登録いただいた場合
上記①～③いずれか2つをご登録いただいた場合
上記①～③いずれか1つをご登録いただいた場合

②メール交付サービス ③メールアドレスの登録①Web交付サービス

基本料率の50％割引
基本料率の30％割引
基本料率の25％割引

「手数料割引サービス」（野村のエコ割）のご案内

オンラインサービスで割引

野村のエコ割でさらに割引
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外国株式 （外国金融商品市場でのお取引）※国内での売買手数料

売 買 金 額 基 本 料 率

11,000円
31,900円
130,900円
350,900円

11.0000％

1.0450％
0.8250％
0.6160％
0.4180％
0.1980％

7,810円

＋
＋
＋
＋

71,000円以下

1億円超の場合

75万円以下
500万円以下
1,000万円以下
5,000万円以下
1億円以下

71,000円超
75万円超
500万円超
1,000万円超
5,000万円超

※国内での売買手数料の他に外国金融商品市場でのお取引にかかる手数料、税金等が必要となります。
国により手数料、税金等が異なります。
※上記の割合（％）は、売買金額（買いの場合は約定代金に外国金融商品市場における手数料・税金
等を加算したもの、売りの場合は約定代金からこれらの手数料・税金等を減算したもの）に対して
掛けることとなります。
※オンラインサービスでのご注文は基本料率から20％割引となります。（国内での売買手数料以外は
割引の対象外です。）
※外国株式については、「野村のエコ割」の対象とはなりません。

契約締結前交付書面
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○ オンラインサービス（パソコン・モバイル等）でのお取引の場合
国内株式等・国内新株予約権証券・国内新投資口予約権証券

2. 野村ネット&コール、ほっとダイレクトのお客様

10万円以下

5,000万円超

10万円超
30万円超
50万円超
100万円超
200万円超

30万円以下
50万円以下
100万円以下
200万円以下
300万円以下

300万円超
500万円超
1,000万円超
2,000万円超
3,000万円超

500万円以下
1,000万円以下
2,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下

約 定 代 金 約 定 代 金手数料 手数料

※同一日に同一銘柄、同一取引（売り買いの別）について複数のご注文が約定（成立）した場合、1日を
通した合計約定代金に対して手数料を計算します（1注文ごとの約定代金に対して手数料を計算する
のに比べ、割高になることがあります）。

152円
330円
524円
1,048円
2,095円
3,143円

5,238円
10,476円
20,952円
31,429円
41,905円

78,571円（一律）

単元未満株 1注文の
約定代金につき

手数料率　1.100％
（約定代金×1.100％が550円に満たない場合には、550円）

（外国金融商品市場でのお取引） ※国内での売買手数料外国株式

20万円以下

5,000万円超

20万円超
30万円超
40万円超
50万円超
75万円超
100万円超
150万円超

30万円以下
40万円以下
50万円以下
75万円以下
100万円以下
150万円以下
200万円以下

200万円超
250万円超
300万円超
500万円超
1,000万円超
2,000万円超
3,000万円超

250万円以下
300万円以下
500万円以下
1,000万円以下
2,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下

売 買 金 額 売 買 金 額手数料 手数料

※同一日に同一銘柄、同一取引（売り買いの別）について複数のご注文が約定（成立）した場合、1日を
通した合計売買金額に対して手数料を計算します（1注文ごとの売買金額に対して手数料を計算する
のに比べ、割高になることがあります）。
※売買金額は、買いの場合は約定代金に外国金融商品市場における手数料・税金等を加算した金額、
売りの場合は約定代金からこれらの手数料・税金等を減算した金額です。
※国内での売買手数料の他に外国金融商品市場でのお取引にかかる手数料、税金等が必要となります。
国により手数料、税金等が異なります。

2,389円
3,142円
4,274円
5,405円
5,866円
6,160円
8,045円
11,817円

15,420円
18,857円
22,125円
36,038円
70,400円
137,447円
188,570円

251,429円（一律）
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○コールセンター（お電話）でのお取引の場合
国内株式等・国内新株予約権証券・国内新投資口予約権証券

20万円以下

5,000万円超

20万円超
30万円超
40万円超
50万円超
70万円超
100万円超
150万円超

30万円以下
40万円以下
50万円以下
70万円以下
100万円以下
150万円以下
200万円以下

200万円超
250万円超
300万円超
500万円超
1,000万円超
2,000万円超
3,000万円超

250万円以下
300万円以下
500万円以下
1,000万円以下
2,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下

約 定 代 金 約 定 代 金手数料 手数料

※同一日に同一銘柄、同一取引（売り買いの別）について複数のご注文が約定（成立）した場合、1日を
通した合計約定代金に対して手数料を計算します（1注文ごとの約定代金に対して手数料を計算する
のに比べ、割高になることがあります）。

1,991円
2,619円
3,562円
4,505円
5,867円
7,648円
10,267円
13,095円

16,029円
18,333円
25,143円
44,000円
73,333円
115,238円
157,143円

209,524円（一律）

単元未満株 1注文の
約定代金につき

手数料率　1.430％
（約定代金×1.430％が2,200円に満たない場合には、2,200円）

国内CB （転換社債および転換社債型新株予約権付社債）

約 定 代 金 手 数 料 率

770円
1,320円
10,120円
29,370円
92,070円
193,820円

1.1000％＊

0.9460％
0.8910％
0.7150％
0.5225％
0.3135％
0.1100％

＋
＋
＋
＋
＋
＋

50万円以下

5,000万円超

100万円以下
500万円以下
1,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下

50万円超
100万円超
500万円超
1,000万円超
3,000万円超

※上記の割合（％）は、約定代金に対する割合です。
＊約定代金×基本料率が4,400円に満たない場合には、4,400円となります。
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（外国金融商品市場でのお取引） ※国内での売買手数料外国株式

お支払いいただきます手数料（税込）は端数処理の関係により、
本表の手数料率に基づく計算結果より少なくなる場合があります。

売却代金が手数料に満たない場合は、受渡代金がマイナスになるため、不足金額をご入金いただく
必要があります。

20万円以下

5,000万円超

20万円超
30万円超
40万円超
50万円超
75万円超
100万円超
150万円超

30万円以下
40万円以下
50万円以下
75万円以下
100万円以下
150万円以下
200万円以下

200万円超
250万円超
300万円超
500万円超
1,000万円超
2,000万円超
3,000万円超

250万円以下
300万円以下
500万円以下
1,000万円以下
2,000万円以下
3,000万円以下
5,000万円以下

売 買 金 額 売 買 金 額手数料 手数料

※同一日に同一銘柄、同一取引（売り買いの別）について複数のご注文が約定（成立）した場合、1日を
通した合計売買金額に対して手数料を計算します（1注文ごとの売買金額に対して手数料を計算する
のに比べ、割高になることがあります）。
※売買金額は、買いの場合は約定代金に外国金融商品市場における手数料・税金等を加算した金額、
売りの場合は約定代金からこれらの手数料・税金等を減算した金額です。
※国内での売買手数料の他に外国金融商品市場でのお取引にかかる手数料、税金等が必要となります。
国により手数料、税金等が異なります。

2,986円
3,929円
5,343円
6,757円
7,333円
7,700円
10,057円
14,771円

19,276円
23,571円
27,657円
45,048円
88,000円
171,810円
235,714円

314,286円（一律）
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14

　格付会社に対し、市場の公正性・透明性の確保の観点から、金融商品取引法に基づく信用格付業者の登
録制が導入されております。
　これに伴い、金融商品取引業者等は、無登録の格付業者が付与した格付を利用して勧誘を行う場合、金
融商品取引法により、無登録の格付業者が付与した格付（以下「無登録格付」といいます。）である旨及び
登録の意義等を顧客に告げなければならないこととされております。

　登録を受けた信用格付業者は、①誠実義務、②利益相反防止・格付プロセスの公正性確保等の業務管理
体制の整備義務、③格付対象の証券を保有している場合の格付付与の禁止、④格付方針等の作成及び公表・
説明書類の公衆縦覧等の情報開示義務等の規制を受けるとともに、報告徴求・立入検査、業務改善命令等
の金融庁の監督を受けることとなりますが、無登録の格付業者は、これらの規制・監督を受けておりません。

○格付業者グループの呼称等について
　　格付業者グループの呼称：

S&Pグローバル・レーティング（以下「S＆P」といいます。）
　　グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：

S＆Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第５号）
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
　　S＆Pグローバル・レーティング・ジャパン株式会社のホームページ
　　（ http://www.spglobal.co.jp/ratings）の 「ライブラリ・規制関連」の「無登録格付け情報」
　　（http://www.spglobal.co.jp/unregistered）に掲載されております。
○信用格付の前提、意義及び限界について
　　S＆P の信用格付は、発行体または特定の債務の将来の信用力に関する現時点における意見であり、
発行体または特定の債務が債務不履行に陥る確率を示した指標ではなく、信用力を保証するものでも
ありません。また、信用格付は、証券の購入、売却または保有を推奨するものでなく、債務の市場流動性
や流通市場での価格を示すものでもありません。
　　信用格付は、業績や外部環境の変化、裏付け資産のパフォーマンスやカウンターパーティの信用力変化
など、さまざまな要因により変動する可能性があります。
　　S＆Pは、信頼しうると判断した情報源から提供された情報を利用して格付分析を行っており、格付意見
に達することができるだけの十分な品質および量の情報が備わっていると考えられる場合にのみ信用格付
を付与します。しかしながら、S＆Pは、発行体やその他の第三者から提供された情報について、監査、
デューデリジェンスまたは独自の検証を行っておらず、また、格付付与に利用した情報や、かかる情報
の利用により得られた結果の正確性、完全性、適時性を保証するものではありません。さらに、信用格付
によっては、利用可能なヒストリカルデータが限定的であることに起因する潜在的なリスクが存在する
場合もあることに留意する必要があります。
　　この情報は、2025年1月1日現在、当社が信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その
正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記S＆Pグローバル・レーティング・
ジャパン株式会社のホームページをご覧ください。

○登録の意義について

○格付業者について
スタンダード＆プアーズ

無登録格付に関する説明書

野村證券株式会社

○格付業者グループの呼称等について
　　格付業者グループの呼称：

ムーディーズ・レーティングス（以下「ムーディーズ」といいます。）
　　グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：

ムーディーズ・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第２号）
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
ムーディーズ・ジャパン株式会社のウェブサイト（https://ratings.moodys.com/japan/ratings-news）の
「規制関連」のタブ下にある「開示」をクリックした後に表示されるページの「無登録格付説明関連」の
欄に掲載されております。

ムーディーズ
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○信用格付の前提、意義及び限界について
　　ムーディーズの信用格付は、事業体、与信契約、債務又は債務類似証券の将来の相対的信用リスクについ
ての、現時点の意見です。ムーディーズは、信用リスクを、事業体が契約上・財務上の義務を期日に履行でき
ないリスク及びデフォルト事由が発生した場合に見込まれるあらゆる種類の財産的損失と定義しています。
　　信用格付は、流動性リスク、市場リスク、価格変動性及びその他のリスクについて言及するものではあり
ません。また、信用格付は、投資又は財務に関する助言を構成するものではなく、特定の証券の購入、売却、
又は保有を推奨するものではありません。ムーディーズは、いかなる形式又は方法によっても、これらの格付
若しくはその他の意見又は情報の正確性、適時性、完全性、商品性及び特定の目的への適合性について、
明示的、黙示的を問わず、いかなる保証も行っていません。
　　ムーディーズは、信用格付に関する信用評価を、発行体から取得した情報、公表情報を基礎として行って
おります。ムーディーズは、これらの情報が十分な品質を有し、またその情報源がムーディーズにとって信頼
できると考えられるものであることを確保するため、全ての必要な措置を講じています。しかし、ムーディーズは
監査を行う者ではなく、格付の過程で受領した情報の正確性及び有効性について常に独自の検証を行うことは
できません。
　　この情報は、2025年1月1日現在、当社が信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その
正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記ムーディーズ・ジャパン株式会社の
ウェブサイトをご覧ください。

フィッチ

以上

○格付業者グループの呼称等について
　　格付業者グループの呼称：フィッチ・レーティングス（以下「フィッチ」といいます。）
　　グループ内の信用格付業者の名称及び登録番号：
　　　　フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社（金融庁長官（格付）第 7 号）
○信用格付を付与するために用いる方針及び方法の概要に関する情報の入手方法について
フィッチ・レーティングス・ジャパン株式会社のホームページ（https://www.fitchratings.com/ja）の「規制
関連」セクションにある「格付方針等の概要」に掲載されております。

○信用格付の前提、意義及び限界について
　　フィッチの格付は、所定の格付基準・手法に基づく意見です。格付はそれ自体が事実を表すものではなく、
正確又は不正確であると表現し得ません。信用格付は、信用リスク以外のリスクを直接の対象とはせず、格付
対象証券の市場価格の妥当性又は市場流動性について意見を述べるものではありません。格付はリスクの
相対的評価であるため、同一カテゴリーの格付が付与されたとしても、リスクの微妙な差異は必ずしも十分に
反映されない場合もあります。信用格付はデフォルトする蓋然性の相対的序列に関する意見であり、特定の
デフォルト確率を予測する指標ではありません。
　　フィッチは、格付の付与・維持において、発行体等信頼に足ると判断する情報源から入手する事実情報に
依拠しており、所定の格付方法に則り、かかる情報に関する調査及び当該証券について又は当該法域において
利用できる場合は独立した情報源による検証を、合理的な範囲で行いますが、格付に関して依拠する全情報
又はその使用結果に対する正確性、完全性、適時性が保証されるものではありません。ある情報が虚偽又は
不当表示を含むことが判明した場合、当該情報に関連した格付は適切でない場合があります。また、格付は、
現時点の事実の検証にもかかわらず、格付付与又は据置時に予想されない将来の事象や状況に影響されることが
あります。
　　信用格付の前提、意義及び限界の詳細にわたる説明については、フィッチの日本語ウェブサイト上の「格付
及びその他の形態の意見に関する定義」をご参照ください。
　　この情報は、2025年１月１日現在、当社が信頼できると考えられる情報源から作成しておりますが、その
正確性・完全性を当社が保証するものではありません。詳しくは上記フィッチのホームページをご覧ください。

契約締結前交付書面
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また、お取引されたい商品や取引に関してお客様にご負担いただく手数料やその他費用の詳細、
取引に内在するリスクをよりわかりやすく提供し、お客様が必要なときに容易にご確認いただけること
を目的として、「リスク・手数料等説明ページ」を当社ホームページに設けております。

野村證券では、口座を開設いただく際や記載内容に重要な改訂がある際に、上場株式や債券等の
お取引に係るリスクや手数料をお伝えすることを目的として、契約締結前交付書面を交付させて
いただいております。

「リスク・手数料等説明ページ」では、上場株式や債券等のリスクや手数料等の情報、契約締結前
交付書面、無登録格付及び英文開示銘柄についていつでもご覧いただけます。
https://www.nomura.co.jp/guide/inclusion_risk/
アクセス方法、掲載内容詳細は、P.2以降をご確認ください。

なお、取引残高報告書にも「リスク・手数料等説明ページ」のURLを記載しておりますので、当社
ホームページにてご確認ください。

リスク・手数料等説明ページまたは契約締結前交付書面について、書面での交付をご希望のお客様は、必要
の都度、お取引店までご遠慮なくお申し付けください。ご連絡先が不明な場合は、当社総合ダイヤルまで
ご連絡ください。
なお、書面での交付をご希望される場合、書面がお手元に届くまでの間、お取引ができないことがあり
ますので、予めご了承ください。
野村證券の本・支店のお客様はこちらから
＜総合ダイヤル＞ 0570-077-000　※平日 8：40～17：10、土日 9：00～17：00（祝日、年末年始を除く）

銀行等を窓口とした金融商品仲介口座のお客様はこちらから
＜仲介カスタマー・センター＞ 0120-086-104　※平日 8：30～17：00（土・日・祝日、年末年始を除く）

携帯電話（いわゆる「ガラケー」）をご利用の場合は、ページの内容が正しく表示できない場合があります。必ずPC・タブレット・スマート
フォン等でご確認いただきますようお願いいたします。｠

リスク・手数料等のご説明について

【ご利用できない場合】042-303-8100

※ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。

野村證券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長（金商） 第142号
加入協会／ 日本証券業協会、一般社団法人 資産運用業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 第二種金融商品取引業協会、

一般社団法人 日本STO協会

重要なお知らせ
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「リスク・手数料等説明ページ」のご確認方法

国内外の金融商品取引所に上場されている有価証券、個人向け国債、円貨建て・外貨建て債券の
お取引に関するリスクや手数料等の費用、契約締結前交付書面、無登録格付に関するご説明及び
英文開示銘柄の確認方法等の重要な情報を掲載しています。必ずご確認ください。

リスク・手数料等説明ページ

https://www.nomura.co.jp/guide/inclusion_risk/
スマートフォン等では、右記からもご確認いただけます。

野村證券のホームページからは、右上の「リスク・手数料等」ボタンからご確認いただけます。

「リスク・手数料等説明ぺージ」は、
右のマークが目印となります。

パソコンよりご確認いただく場合 スマートフォンよりご確認
いただく場合

※画像はいずれもイメージです。

リンク先では、左記のような画面で、
お取引に係るリスクや手数料等に
ついて、説明しています。
掲載内容詳細は、P.4以降をご確認
ください。
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「リスク・手数料等説明ページ」は、「オンラインサービス」、
資産運用アプリ「NOMURA」からもご確認が可能です。

「オンラインサービス」をご利用のお客様へ

オンラインサービスへログイン後、メニュー右上の「リスク・手数料等」ボタンよりご確認いただけます。

資産運用アプリ「NOMURA」をご利用のお客様へ

NOMURAアプリの「メニュー」→「リスク・手数料等」よりご確認いただけます。

書面をご希望のお客様へ

リスク・手数料等説明ページまたは契約締結前交付書面について、書面での交付をご希望のお客様は、必要
の都度、お取引店までご遠慮なくお申し付けください。ご連絡先が不明な場合は、当社総合ダイヤルまで
ご連絡ください。
なお、書面での交付をご希望される場合、書面がお手元に届くまでの間、お取引ができないことがあります
ので、予めご了承ください。
野村證券の本・支店のお客様はこちらから
＜総合ダイヤル＞ 0570-077-000　※平日 8：40～17：10、土日 9：00～17：00（祝日、年末年始を除く）

銀行等を窓口とした金融商品仲介口座のお客様はこちらから
＜仲介カスタマー・センター＞ 0120-086-104　※平日 8：30～17：00（土・日・祝日、年末年始を除く）
※ご利用の際には、電話番号をお間違えのないようご注意ください。

【ご利用できない場合】042-303-8100

※画像はいずれもイメージです。

スマートフォンよりご確認
いただく場合パソコンよりご確認いただく場合

野村　太郎 様
20XX/10/xx  09:56:20

20XX/10/xx

野村　太郎 様

20XX/10/xx  09:56:20

20XX/10/xx
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「リスク・手数料等説明ページ」の掲載情報について
「リスク・手数料等説明ページ」は、「株式等のお取引に係るリスクや手数料」、「債券のお取引に係る
リスクや手数料」、「その他お取引に関する情報」の3部にわかれております。

「株式等のお取引に係るリスクや手数料」説明ページの掲載情報1

A

B

C

D

E

F

G

H

こちらをクリックしていただくと、各項目へ
移動することができます。

このページでリスク等を説明する具体的
な商品を示しています。

1.価格変動リスク
2.信用リスク
3.為替変動リスク
最もお伝えしたいことを記載しています。

1.価格変動リスク
2.信用リスク
3.為替変動リスク
について、より詳しくお知りになりたい方
はこちらをクリックしてください。

株式等の商品毎に、より詳しく説明して
います。商品毎のリスクの詳細をお知りに
なりたい方は各商品名のボタンをクリック
してください。

こちらから、株式等のお取引の手数料表を
ご確認いただけます。

こちらをクリックしていただくと、過去5年
分の契約締結前交付書面をご確認いた
だけます。

外国の発行者が発行する上場有価証券に
ついては、金融商品取引法に基づく開示
書類が英語により記載されることがあり
ます。
該当する上場有価証券は、日本証券業
協会のホームページをご確認ください。

※画像はイメージです。

A

B

C

D

E

F

G

H
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※画像はイメージです。

「債券のお取引に係るリスクや手数料」説明ページの掲載情報2

I

J

K

L

M

N

O

P

このページでリスク等を説明する具体的
な商品を示しています。

1.価格変動リスク
2.信用リスク
3.為替変動リスク
最もお伝えしたいことを記載しています。

1.価格変動リスク
2.信用リスク
3.為替変動リスク
についてより詳しくお知りになりたい方は
こちらをクリックしてください。

債券のお取引に係る留意点について
ご確認いただけます。

個人向け国債のお取引に係る留意点に
ついてご確認いただけます。

こちらをクリックしていただくと、「無登録
格付に関する説明書」をご確認いただけ
ます。

こちらをクリックしていただくと、過去5年
分の契約締結前交付書面をご確認いた
だけます。

外国の発行者が発行する債券のうち国内
で募集・売出しが行われた債券について
は、金融商品取引法に基づく開示書類が
英語により記載されることがあります。
該当する債券は、日本証券業協会のホー
ムページをご確認ください。

I

J

K

L

M

N

O

P
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「その他お取引に関する情報」説明ページの掲載情報3

Q

R

S

T

U

V

W

クーリングオフの対象にはならないことを
記載しています。

「国内株式」「外国株式」「債券」の取引方法
についてお知りになりたい方はこちらを
クリックしてください。

こちらから、株式移管手数料をご確認いた
だけます。

「債券の租税」についてお知りになりたい
方はこちらをクリックしてください。

こちらから、「当社の概要」をご確認いた
だけます。

本リスク・手数料等説明ページまたは契約
締結前交付書面について、書面での交付
をご希望のお客様は、こちらをご確認くだ
さい。

当社に対するご意見・苦情に関するご連
絡や、金融ADR制度のご案内につきまし
ては、こちらをご確認ください。

※画像はイメージです。

「リスク・手数料等説明ページ」の掲載情報について

Q

R

S

T

U

V

W
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